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過労死ラインの定義

１ヶ月100時間以上の残業
2～6ヶ月で平均80時間の残業
⇒現状では、過労死ラインを優に超えている
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男性職員過労死 札幌地裁
北海道雄武町に６５００万円賠償命令

(2024.2.6 産経新聞ＨＰ)
男性は昭和６３年から町役場で勤務し、平成２７年４
月から産業振興課の２つの係長職を兼務。同１１月ごろ
精神疾患を発症し、１２月に自宅で自殺した。９月２５
日から３０日間の時間外勤務は１０９時間を超えた。町
は負荷が過度にならないよう注意する義務を怠ったとし
ている。
自死については令和３年、公務外と認定した地方公務

員災害補償基金の処分を取り消す判決が札幌高裁で確定
した後、町も責任を認める調査結果をまとめた。遺族が
４年に提訴した。
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福岡県春日市立小学校で新任教諭（24歳）
が採用から約半年後の9月、教室で自殺。

（NHKニュース6月7日）。
起きたのは2019年のことで、５年前になる。なぜ、い

まごろになって判明したのか。１年目の教員をそこまで
追い詰めた原因はなんだったのか、再発防止のために、
教育委員会や学校はなにをしようとしているのかなどが、
分からないまま。
運動会で披露するダンスの練習を深夜まで行ったり、

「とりあえず運動会を乗り切る」と家族には言っていた。
時間外勤務時間（≒残業時間）は、５月中旬～６月中旬
まで148時間、６月中旬～７月中旬まで129時間と、過労
死ラインとされる月80時間を大きく超えていた。
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ハラスメントとは？
ハラスメント（harassment）は「いやがらせ」「いじめ」
を指す言葉です。身体的・精神的な攻撃などによって他
者に不利益・ダメージを与えたり、不愉快にさせること
を意味する。

✅法令に定義されたもの
・セクシュアルハラスメント（セクハラ）
・パワーハラスメント（パワハラ）
・マタニティハラスメント（マタハラ）
・パタニティハラスメント（パタハラ）
・ケアハラスメント（ケアハラ）

✅社会通念上ハラスメントと認識されているもの
・モラルハラスメント（モラハラ）
・アルコールハラスメント（アルハラ）など
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行政法上のハラスメント行為
・パワハラ
・セクハラ
・マタハラ／パタハラ
・ケアハラ

行政法で、各ハラスメントの定義を明確化していると
ともに、企業に対して、ハラスメントの防止・対応のた
めに必要な措置を講ずるよう義務付けている。

ハラスメントの防止・対応に関する措置を講じる義務
を怠った場合、厚生労働大臣による行政処分の対象にな
り得る。
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パワハラの要件（定義）
①職場にて、優位的な関係に基づいて行われること
→上司の部下に対する言動、集団の個人に対する言動、
知識や経験に優れた労働者のそうでない労働者に対す
る言動などが該当する。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
→合理的な業務指示や指導の範囲内であれば、パワハラ
には該当しない。

③労働者の就業環境を害する言動であること
→典型的には、パワハラの６類型に当たる行為が該当す
る。
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６類型 事例
身体的な攻撃 ・殴る

・蹴る
・物を投げる

精神的な攻撃 ・人格否定
・侮辱
・過度に長時間の叱責
・他の従業員の面前での叱責

人間関係からの ・合理的な理由のない別室隔離や自宅研修
切り離し ・集団での無視
過大な要求 ・達成困難な目標を課し、達成できなかった場合に

厳しく叱責する
・必要性がない業務の指示（お茶くみなど）

過小な要求 ・能力に見合った仕事を与えない
・追い出し部屋に異動させて何もさせない

個の侵害 ・プライベートな事柄を過度に詮索する
・職場外で継続的に監視する
・私物の写真を撮影する
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市販薬の過量摂取
（いわゆるオーバードーズ）とは？

(大阪府八尾市ＨＰより)

医薬品の過量摂取とは、薬を使うときの一回あたりの
用量（dose）が過剰である（over）こと、または薬物の
過量摂取に及ぶ行為のことをさしている。

過量摂取することを、一般的に「オーバードーズ（Ove
rdose）」（以下、ＯＤ）と言われる。近年、この「ＯＤ」
が深刻化している。
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オーバードーズの背景
「ＯＤ」は、10代の若年者を中心に広がっており、高校生

を対象としたある調査では、過去1年以内に市販薬を乱用した
経験のある人の割合が約60人に1人という結果が得られてい
る。

背景には、いじめや虐待、親との関係の悪化、学校での孤
立など、家庭や学校等で感じている「孤独感や強いストレス」
があり、気分を変えるための手段として、「ＯＤ」に走る傾向
がある。

市販薬の過量摂取により、眠気や疲労感がなくなったり、
ふわふわした気分になったりすることがある。これらの効果
は一時的であり、その後は逆に不快な気分になることから、
先の乱用時と同じ効果を期待して、市販薬の過量摂取を繰り
返してしまう。
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大阪府八尾市の取組①
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大阪府八尾市の取組②


